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はじめに

• 第８期柏市高齢者いきいきプラン２１では、２０２１年４月～２０２４

年３月における介護サービスの整備数を定めます。

• 本資料は整備数の算定方法を示すものです。

■整備数算定結果（介護保険法で整備数を規制できるサービス）

2

サービス種別 整備計画数 備考

特別養護老人ホーム ２００床

介護老人保健施設 ０床 第８期の整備はなし

介護医療院 ０床（※） 第８期の新設整備はなし
（既存施設からの転換のみ認める）

特定施設入居者生活介護 １００床

グループホーム ３６～
５４床

新設 ３６床
既存施設の増設 １床～１８床

小規模多機能型居宅介護 １箇所

看護小規模多機能型居宅介護 ２箇所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ２箇所

※介護医療院については、既存施設からの転換は整備数に含めないこととされている
（全国統一のルール）



基本情報（施設、居住系サービス）

種類 対象者 サービス内容

特別養護老人ホーム
(市内24施設1520人)

原則
要介護
３～５

・常に介護が必要な方を対象にした施設で、日常
生活上の介護や健康管理などを行う。

・定員２９名以下の施設は、原則市民のみが利用
できる地域密着型のサービス。

・社会福祉法人が運営主体。

介護老人保健施設
(市内9施設920人)

要介護
１～５

病状が安定し、在宅復帰を目指している方を対象
とした施設。医学的管理下での介護や機能訓練を
行う。

介護医療院
(市内1施設19人)

要介護
１～５

医療ニーズが高く長期間療養が必要な方に対して、
医学的管理のもと、日常生活の介護やリハビリ
テーションなどを行う。

特定施設入居者生活
介護
(市内10施設1000人)

要介護
１～５
要支援
１・２

・指定を受けた有料老人ホーム等で、日常生活上
の介護や機能訓練を行う。

・主に民間事業者が運営主体。

グループホーム
(市内27施設423人)

要介護
１～５
要支援
２

認知症の高齢者が少人数で共同生活をしながら、
日常生活の介護や機能訓練などを行う。
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基本情報（在宅系サービス）

種類 対象者 サービス内容

小規模多機能型居宅
介護
(市内9事業所、登録
定員241人)
※2事業所休止中

要介護
１～５
要支援
１・２

通いを中心として、短期間の宿泊や家庭への訪問
を組み合わせて複合的なサービスを行う。

看護小規模多機能型
居宅介護
(市内1事業所、
登録定員29人)

要介護
１～５

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせ、
退院後の在宅生活への移行や看取り期の支援など、
多様なサービスを行う。

定期巡回・随時対応
型訪問介護看護
(市内4事業所)

要介護
１～５

定期的な巡回訪問と緊急時等の随時訪問により、
介護と看護両方のサービスを行う。

4



特別養護老人ホーム①
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・２０１５年から２０２０年までの間、特別養護老人ホームをおよそ２００床整備してい
る。その結果、一時は待機者数が減少したが、現在は２０１５年頃の数値に戻っている。
・利用者数も年々増加しており、需要は増え続けているため、一定数整備する必要がある。

出典：特別養護老人ホーム待機者データ、介護給付費適正化システムより

2015年7月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020年7月

待機者数 712 612 634 639 681 709

利用者数 1,157 1,223 1,362 1,462 1,492 1,500

市内特養整備数 1,314 1,414 1,515 1,515 1,515 1,517

1,157 1,223 1,362 1,462 1,492 1,500 

712 612 
634 
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要介護３～５認定者の利用者，待機者の推移



特別養護老人ホーム②
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待機者に入所希望時期を調査した結果、「１月以内」、「６月以内」に入所を希
望している方の割合は３７．８％だった。一方、「時期は未定（今と状況が変
わったとき）」の方の割合は３８．４％となっており、将来に対する不安から、
“念のため”に入所申込されていることが推察される。

14.1%

9.7%

38.4%

13.3%

24.5%

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45

無回答

その他

時期は未定

（今と状況が変わったとき）

６月以内

１月以内

待機者の入所希望時期（n=383）

出典：特別養護老人ホーム待機者調査より

37.8%



特別養護老人ホーム③
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他のサービスと比較して需要が多い特別養護老人ホームについて、今後どれだけ
不足する見込みなのか、２０４０年までの需給を推計。

需要
医療機能再編に伴
う追加的需要

需要の定義

＝ ＋

２０２５年までの病床必
要量の一部受け皿とし
て、介護施設や在宅医療
を追加的に整備するよ
う、国から方針が示され
ている。整備量は国が自
治体ごとに試算してお
り、この整備数を需要に
見込むもの

利用者＝特別養護老人ホームに入所してい
る人数

待機者＝特別養護老人ホームへの早期入所
を望んでいる待機者（37.8%）の
人数

供給の定義

供給
市内特別養護老人ホーム

定員数
第７期整備分の定員数＝ ＋

２４施設１５２０床
（令和２年１２月現在）

１施設１００床
（令和３年度中に開所予定）

この数値を２０４０年まで推計

要介護３～５認定者のうち、
特養の利用者と待機者の人数



特別養護老人ホーム④
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スライド７で示した「要介護３～５認定者のうち、特別養護老人ホームの利用者
と待機者の人数」を２０４０年まで推計

将来認定者数の推計値×
要介護３～５認定者のうち、
特養の利用者と待機者の割合

（特養利用者＋特養待機者）÷認定者数 により算定 ※下表のとおり

要介護３ 要介護４ 要介護５

２０１５ ４８５ ５２８ ４１４

２０１６ ４９２ ５４８ ４１５

２０１７ ５４６ ５６７ ４８９

２０１８ ５７８ ６０１ ５２５

２０１９ ５８２ ６５５ ５１３

２０２０ ６１５ ６４７ ５０６

推計方法→

■要介護度別の利用者＋待機者の人数
（第６期、第７期期間）

要介護３ 要介護４ 要介護５

２０１５ 1,885 1,572 1,307

２０１６ 2,002 1,698 1,388

２０１７ 2,141 1,838 1,458

２０１８ 2,235 1,864 1,482

２０１９ 2,254 1,923 1,501

２０２０ 2,271 2,004 1,478

■認定者数（第６期、第７期期間）

÷



特別養護老人ホーム⑤
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利用者数と待機者数の推計値を次のとおり算定

①スライド８（特養利用者＋特養待機者）÷認定者
数の算定結果

要介護３ 要介護４ 要介護５

２０１５ 26% 34% 32%

２０１６ 25% 32% 30%

２０１７ 26% 31% 34%

２０１８ 26% 32% 35%

２０１９ 26% 34% 34%

２０２０ 27% 32% 34%

平均 26% 33% 33%

要介護３ 要介護４ 要介護５

２０２１ 2,355 2,086 1,511

２０２２ 2,441 2,178 1,552

２０２３ 2,515 2,257 1,586

２０２５ 2,711 2,449 1,706

２０３０ 3,238 2,929 1,990

２０３５ 3,685 3,412 2,266

２０４０ 3,693 3,515 2,329

×

■将来認定者推計

出典：介護給付費適正化システム
特別養護老人ホーム待機者データ
柏市将来人口推計より

②①で算定した平均割合を、将来認定者数に乗
じる。

■要介護度別の利用者、待機者の割合

要介護３～５認定者のうち，およそ３割が特養
の利用者，または早期入所希望の待機者



特別養護老人ホーム⑥
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利用者数と待機者数の推計値に「医療機能再編に伴う追加的需要」を加える

要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計

２０２１ ６１２ ６８８ ４９９ １，７９９

２０２２ ６３５ ７１９ ５１２ １，８６６

２０２３ ６５４ ７４５ ５２３ １，９２２

２０２５ ７０５ ８０８ ５６３ ２，０７６

２０３０ ８４２ ９６７ ６５７ ２，４６６

２０３５ ９５８１，１２６ ７４８ ２，８３２

２０４０ ９６０１，１６０ ７６９ ２，８８９

出典：介護給付費適正化システム
特別養護老人ホーム待機者データ
柏市将来人口推計より

■２０４０年までの需要推計値（スライド９の算定結果）

国が機械的に試算し
た数値に基づき推計
した、第８期中の特
養整備追加需要分は
１６床。

１，９２２＋１６
＝１，９３８
（第8期末需要）

となる



特別養護老人ホーム⑦
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年度 需要

ー

供給（整備数）

＝

不足見込み数

２０２１ １７９９ １５２０ ２７９

２０２２ １８６６ １６２０（７期分１
００床開所予定）

２４６

２０２３
（８期末）

１９３８ １６２０ ３１８

２０２５ ２０７６ １６２０ ４５６

２０３０ ２４６６ １６２０ ８４６

２０３５ ２８３２ １６２０ １２１２

２０４０ ２８８９ １６２０ １２６９

需給推計結果（推計であるため、あくまでも参考値としてご覧ください。）

出典：介護給付費適正化システム
特別養護老人ホーム待機者データ
柏市将来人口推計より

・需給推計値では、第８期末までに３１８人分の不足が見込まれるが、このうち一定数は近
隣市の特養や他の施設、居住系サービスに入居することが想定される。
①特養利用者の１割は市外利用者
②２０１９年度の特養入所申込者のうち、１～２割が特養以外の施設に入所。
・これらを踏まえ、第８期の特養整備数は２００床とする。



介護老人保健施設①

サービス種類 ３カ月間の退所者数（※）

※右表の平均
入所日数は、
平成２９年度
に実施した事
業者アンケー
ト調査の結果。
（回答率１０
０%）

平均入所日数

介護老人保健施設
(６/９事業所回答）

１２４人（1施設平均20.7人) １年３カ月

特別養護老人ホーム
(２４/２４事業所回答)

８１人（1施設平均3.4人) ３年８カ月

特定施設入居者生活介護
(７/１０事業所回答）

３８人（1施設平均5.4人） ５年０カ月

グループホーム
(２２/２７事業所回答）

２１人（1施設平均1人） ３年５カ月

出典：事業者へのアンケート調査（2020年9月実施)
事業者へのアンケート調査（2017年7月実施)

介護老人保健施設は在宅復帰を目的とした施設であることから、３カ月間の退去
者数が他のサービスと比較して多く、平均入所日数も短い。このことから、入所
申込をしてから入所に至るまでの待機日数は短いことが推察される。
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※特別養護老人ホーム、特定施設入居者生活介護、グループホームの「３カ月の退所者数」については、
１年間（１２カ月間）の退所者数を４で除した数



介護老人保健施設②

第７期柏市高齢者いきいきプラン２１の期間中（2018年4月～2020年4月)の待機者数の推移は
次のとおり。

2018年4月 2019年4月 2020年4月

特別養護老人ホーム
（２４/２４事業所回答）

６４９ ６７４ ７０９
（１施設平均２９.５人）

介護老人保健施設
（６/９事業所回答）

２５ ２７ ３７
（１施設平均６.２人）

特定施設入居者生活介護
（７/１０事業所回答）

８ ８ ９
（１施設平均１.３人）

グループホーム
（２２/２７事業所回答）

４５ ４９ ５５
（１施設平均２.５人）

・介護老人保健施設は２０２０年４月時点で１施設平均６.２人の待機者がいるが、スライド
１２で示したとおり、他のサービスと比較すると短い待機日数で入所できる。そのため、上
記の待機者も比較的早く解消されることが想定される。
・このことから、介護老人保健施設は需要と供給のバランスが概ね取れているため、第８期
では新たに整備する必要はないものと考える。

出典：特別養護老人ホーム待機者データ
事業者へのアンケート調査（2020年9月実施) 13

単位:人

※特別養護老人ホーム以外の待機者数は、１人の方が複数の施設に入所を申し込んでいる場合、申し込ん
だすべての数を含めているため、実数と異なる可能性があることに注意



介護医療院①

14出典：厚生労働省 第183回社会保障審議会介護給付費分科会資料

・介護医療院は平成３０年度から創設されたサービスであり、医療の必要な要介護高齢者の長期療養・生
活施設としての役割を担っている。
・介護医療院の利用者の全国における平均要介護度は４．１であり、特別養護老人ホームよりも重度な方
が利用している。
・高齢者人口の増加に伴い、医療ニーズの高い中重度の高齢者も増加することが想定されるため、今後需
要が高まるサービスであることが推察される。

介護医療院は市内データが少ないため全国データを基に整備数を算定。
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介護医療院②

15出典：厚生労働省 第183回社会保障審議会介護給付費分科会資料

・介護医療院は全国的に年々増え続けており、２年間でおよそ３２，０００床整備されているが、そのう
ち「新設」で整備されているのはわずか２８床（令和２年６月３０日現在）。大半が既存施設からの転換
で整備されている。
・転換元の病床割合を見ると「介護療養病床」が７０.９％と最も多くなっているが、これは２０２４年ま
でに介護療養病床制度が廃止される予定であることから転換が進んでいるもの。柏市には介護療養病床は
ないが、医療療養病床からの転換により介護医療院が１施設整備されている。
・今後も全国的に転換による整備が進むことが想定されるため、柏市においても第８期中の「新設」によ
る整備は見送り、転換による整備は認めるものとする。
なお、介護医療院においては「転換」による整備は総量規制の対象にならないため、計画に整備数を位

置付けていなくても転換することができる。したがって、第８期プランの整備数は「０」と記載する。
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療養床数（全国）

療養床数

介護医療院は市内データが少ないため全国データを基に整備数を算定。

70.9%, 

13%

15.5%

0.6%

転換元の病床割合（全国）

介護療養病床 介護療養型老人保健施設
医療療養病床 その他

単位：床
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8%

52%

7%
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13%

17%

28%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

定期巡回(n=86)

看護小規模多機能(n=25)

小規模多機能(n-119)

グループホーム(n=393)

特定施設入居者生活介護(n=783)

介護老人保健施設(n=911)

特別養護老人ホーム(n=1529)

要支援１・２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

特定施設入居者生活介護①

・自立している方も入居できるため、他のサービスと比較すると利用者の平均要介護度は低い。
・特定施設の対象となる施設は以下のとおり。
①有料老人ホーム、②軽費老人ホーム（ケアハウス）、③養護老人ホーム
※サービス付き高齢者向け住宅のうち、有料老人ホームに該当するものは特定施設の対象。（柏市
内のサービス付き高齢者向け住宅はすべて特定施設の対象）
・特定施設となるには、保険者（柏市）の指定を受ける必要がある。

平均要介護度

３.９０

３.２７

２.３７

２.７８

２.１８

３.９２

２.８５

重度軽度

16出典：介護給付費適正化システム（令和2年7月時点）

利用者の要介護度



特定施設入居者生活介護②

出典：厚生労働省 第179回社会保障審議会介護給付費分科会資料より一部抜粋 17

特定施設入居者生活介護
（介護付き有料老人ホーム）

住宅型有料老人ホーム

介護
サービ
スの利
用・報
酬体系

・介護保険サービスを事業所が直接提供
・介護報酬は事業所に包括報酬で支払い

・介護保険サービスを受けたい場合は、別途
外部のサービス事業所と個別契約し利用
・介護報酬はサービス利用量に応じて各事業
所に支払い

主な人
員基準

・管理者ー１人
・生活相談員ー

要介護者等１００人に対して１人
・介護職員ー

要支援者１０人に対して１人
要介護者３人に対して１人

・看護職員ー
要介護者等３０人までは１人、３０人を超
える場合は５０人ごとに１人

・機能訓練指導員ー１人以上
・計画作成担当者ー介護支援専門員が１人以上

法令上の規定はないが、標準指導指針（局長
通知）において職員の配置を示している。
・入居者の数及び提供するサービスの内容に
応じ、管理者、生活相談員、栄養士、調理員
を配置すること
・介護サービスを提供する場合は、提供する
サービス内容に応じ、要介護者等を直接処遇
する職員については、介護サービスの安定的
な提供に支障がない職員体制とすること

特定施設の指定を受けると何が変わるのか、住宅型有料老人ホームとの主な違いは以下のと
おり（その他にも設備基準等に違いあり）

・特定施設入居者生活介護は人員基準が明確に示されており、住宅型有料老人ホームと比較
すると職員体制が手厚い配置基準となっている。
・職員体制が手厚いと、より質の高いサービスを提供することができる。



特定施設入居者生活介護③

1314

820 915

423

16261515

920 990
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1517
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423

2481

1620

920 1000

459

2900

0

500

1000

1500
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3000

3500

特別養護

老人ホーム

介護老人
保健施設

特定施設
入居者生活介護

グループホーム

（※１）

住宅型有料・

サ高住

第６期、第７期の施設系サービス整備状況

第５期末

2015年3月

第６期末

2018年3月

第７期末

2021年3月

第８期中（第７期選定分整備）
2024年3月

見込み数値

※１＝グループホームの「第８期中（第７期選定分整備）」３６床分（４５９－４２３）については、現時点で整備事業者
は決まっていないが、今後事業者を選定して増加することを見込んだ数値。

柏市では住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅が年々増加しており、今後も
増加することが見込まれている。スライド１７で示したとおり、住宅型有料老人ホームが特
定施設として整備されることで、職員配置体制が整った施設ができる。増加する有料老人
ホームの「施設」と「人材」を活かすため、第８期では特定施設を１００床整備することと
する。

数量規制 規制なし

18

単位:床



平均自立度

４.９９

４.１０

３.６５

４.８６

３.８５

４.１３

３.８８9%

13%

9%

14%

7%

2%

11%

9%

11%

1%

16%

13%

4%

15%

13%

16%

7%

10%

9%

4%

31%

22%

32%

28%

28%

26%

18%

25%

26%

25%

44%

21%

30%

44%

4%

3%

11%

5%

5%

9%

6%

13%

6%

10%

7%

9%

18%

4%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

定期巡回(n=81)

看護小規模多機能(n=23)

小規模多機能(n=114)

グループホーム(n=365)

特定施設(n=721)

老健(n=854)

特養(n=1427)

自立(1) Ⅰ(2) Ⅱａ(3) Ⅱｂ(4)

Ⅲａ(5) Ⅲｂ(6) Ⅳ(7) Ｍ(8)

グループホーム①

・グループホームは認知症の方を対象としたサービスで、他のサービスと比較しても認知症
自立度の重い利用者が多い。
・高齢者人口の増加に伴い、認知症高齢者も増加することが見込まれているため、グループ
ホームは整備が必要なものと考える。

19
出典：介護給付費適正化システム（令和2年7月時点）

柏市将来人口推計より作成

利用者の認知症自立度

※日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思
疎通の困難が出現する認知症自立度Ⅱa以上の高
齢者は、2015年と比べて2025年には約1.5倍、
2040年には約2.0倍に増加する見込み

7,489 

4,726 
5,836 

6,913 7,792 7,768 

4,349 
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6,298 

7,223 7,343 

7,489 
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11,112 

13,211 

15,015 15,111 
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2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000
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16,000

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

認知症高齢者の推移と見込み

Ⅱ Ⅲ以上 Ⅱ以上



グループホーム②
第７期柏市高齢者いきいきプラン２１の期間中（2018年4月～2020年4月)の待機者数の推移は
次のとおり。

・グループホームは原則市民しか利用できないサービスだが、特別養護老人ホームに次いで
待機者数が多く、この３年間で微増している。２０２０年４月時点では１事業所平均２.５人
の待機者数で、市内全２７事業所で換算すると６７．５人（２.５×２７）となる。
・現在、第７期整備分（２事業所３６床分）の運営事業者を募集中のため、整備されれば３
６人分の待機者解消が見込まれる。
・第８期では残りの待機者相当数（６７．５－３６＝３１．５）と、今後見込まれる利用者
数の需要分を整備する。

出典：特別養護老人ホーム待機者データ
事業者へのアンケート調査（2020年9月実施) 20

単位:人

※特別養護老人ホーム以外の待機者数は、１人の方が複数の施設に入所を申し込んでいる場合、申し込ん
だすべての数を含めているため、実数と異なる可能性があることに注意

2018年4月 2019年4月 2020年4月

特別養護老人ホーム
（２４/２４事業所回答）

６４９ ６７４ ７０９
（１施設平均２９.５人）

介護老人保健施設
（６/９事業所回答）

２５ ２７ ３７
（１施設平均６.２人）

特定施設入居者生活介護
（７/１０事業所回答）

８ ８ ９
（１施設平均１.３人）

グループホーム
（２２/２７事業所回答）

４５ ４９ ５５
（１事業所平均２.５人）



グループホーム③

21

グループホームについて、第８期末までの需給を次の算定式により推計。

需要 利用者 待機者

需要の定義

＝ ＋

グループホーム待機者の詳細なデータがないため、
特別養護老人ホームのように要介護度別の待機者割
合を算定できない。
そのため、利用者の推計値を算定した後、その推計
値に残りの待機者相当数（３１.５人）を加えるもの
とする。

市内要介護１～
５認定者のうち、
グループホーム
に入所している
人数

供給の定義

供給
市内グループホーム

定員数
第７期整備分の定員数＝ ＋

２７事業所４２３床
（令和２年１２月現在）

２事業所３６床予定
（令和３年度中に開所予定）



グループホーム④

22

グループホームの第８期末までの需給推計は以下のとおり

① ② ③＝①＋② ④ ③－④

年度 利用者見込み
数（※１）

待機者見込み
数（※２）

利用者＋待機
者（見込み）

供給（整備
数）

不足見込み数

２０２１ ４３４ ３１．５ ４６５．５ ４５９
（７期３６床
分開所）

６．５

２０２２ ４５１ ３６．５ ４８７．５ ４５９ ２８．５

２０２３
（８期末）

４６６ ４１．５ ５０７．５ ４５９ ４８．５

２０２３年（第８期末）までの不足見込み数を推計すると、４８．５人分の不足が見込まれ
る。この不足分を解消するため、第８期では新設３６床、既存事業所の増設１～１８床を整
備する。

出典：介護給付費適正化システム
事業者へのアンケート調査（2020年9月実施)

単位:人

※１＝特別養護老人ホームと同様の方法により推計
※２＝第７期整備解消分（３６床）を除いた３１.５床を第８期当初の待機者数とし、第８期末までには第

７期期間中と同様１０人の増加分を見込んでいる



小規模多機能型居宅介護①

23出典：厚生労働省 第193回社会保障審議会介護給付費分科会資料
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80.0%

90.0%

100.0%

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

認知症自立度Ⅱ以上の利用者割合（要介護度別）※全国データ（平成３０年度）

訪問介護 訪問看護 通所介護 短期入所生活介護 小規模多機能 定期巡回 看護小規模多機能

在宅系サービスの利用者に占める認知症自立度Ⅱ以上の割合を比較すると、平成３０年度で
はすべての要介護度で小規模多機能が最多。今後増加が見込まれる認知症高齢者が、在宅で
の生活を続けるのに適したサービスといえる。

※要介護度別の利用者集計の場合、柏市内の看護小規模多機能の利用者が非常に少なく、サービスごとの
比較データとして傾向を示せないため、全国データを活用



小規模多機能型居宅介護②

24出典：介護給付費適正化システム

・第６期からの小規模多機能の利用者推移を見ると、廃止・休止の事業所が相次いでいる。２０１８年か
ら２０１９年にかけては１事業所が廃止、３事業所が休止となっており、利用者数が特に減少している。
・廃止・休止の主な理由は、利用者や介護職員の確保が困難なことが要因。また、国のデータ（厚生労働
省 第１７９回社会保障審議会介護給付費分科会資料）によると，全国の半数の事業所が収支赤字であ
り、経営の難しいサービスであることが伺える。
・しかし、スライド２３で示したとおり、今後増加が見込まれる認知症高齢者が在宅での生活を続けるの
に適したサービスであるため、小規模多機能サービスを普及させることが重要である。第８期ではサービ
スの普及促進策を重点的に取り組みつつ、状況の改善が図れたら１事業所を整備する。

131
135

130

112 110
105

50

100

150

2015年7月 2016年7月 2017年7月 2018年7月 2019年7月 2020年7月

市内小規模多機能利用者数の推移

市内小規模多機能利用者数

２事業所休止

１事業所再開１事業所廃止
１事業所廃止

１事業所休止
※2020年7月に再開



82.7%

77.6%

30.3%

20.0%

39.0%

45.0%

9.6%

20.7%

31.7%

35.0%

28.1%

30.3%

7.7%

1.7%

36.7%

45.0%

25.1%

24.8%

1.3%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

定期巡回（全国平均）

定期巡回（柏市）(n=58)

看護小規模多機能（全国平均）

看護小規模多機能（柏市）

(n=20)

小規模多機能（全国平均）

小規模多機能（柏市）

(n=109)

利用者の世帯構成

独居 配偶者と２人暮らし 子供世帯と同居 その他

看護小規模多機能型居宅介護①

・看護小規模多機能は「在宅生活への移行や看取り期の支援、家族に対するレスパイト等に
対応するサービス」としての機能があり、同居家族のいる利用者が多くなっている。

・要介護度が重く、医療ニーズが高い方を対象としており、高齢者人口の増加に伴い、今後
も医療ニーズの高い利用者が増加することが想定されるため、需要は増えていくことが推
察される。

出典：柏市データ＝事業者へのアンケート調査（2020年9月実施)
全国データ＝第179回社会保障審議会介護給費分科会資料

平成30年度老人保健健康増進等事業「看護小規模多機能型
居宅介護および療養通所介護の特性に関する調査研究事業」報告書

要介護度 ＝介護給付費適正化システム（令和2年7月分）
25

8% 12% 12% 16% 52%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

利用者の要介護度

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

平均要介護度 ３.９２

(n＝25)



看護小規模多機能型居宅介護②
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出典：厚生労働省 第179回社会保障審議会介護給付費分科会資料

柏市ケアマネジャー調査結果より

・全国調査（左図）の「医療ニーズの高い利用者に不足している介護サービス」では、看護
小規模多機能が６４.８%と最多。
・柏市調査（右図）の「ケアマネジャーが認識する充実させるべき在宅サービス」では、看
護小規模多機能が３９．１％と、定期巡回、夜間対応型訪問介護に次いで多い。
・どちらの結果を見ても、ケアマネジャーは看護小規模多機能が不足していると認識してい
るため、柏市でも整備が必要と考える。（柏市内の看護小規模多機能は１事業所のみ）

45.1%

64.8%

20.6%

22.9%

44.6%

20.9%

20.2%

定期巡回

看護小規模多
機能

小規模多機能

訪問看護

夜間対応型訪
問介護

訪問介護

通所介護

48.7%

39.1%

27.3%

18.1%

41.6%

38.2%

18.5%

定期巡回

看護小規模多
機能

小規模多機能

訪問看護

夜間対応型訪
問介護

訪問介護

通所介護
（n=554） （n=238）

ケアマネジャーが認識する充実させるべきサー
ビス（柏市）※在宅サービス抜粋

ケアマネジャーが認識する医療ニーズの高い利
用者に不足している在宅サービス（全国）
※在宅サービス抜粋



看護小規模多機能型居宅介護③
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出典：google mapより距離を測定

柏市統合型ＧＩＳより地図を作成

・看護小規模多機のサービス提供範囲を把握するため、上表のとおり利用者の居所と事業者
の距離を確認したところ、平均距離は車移動で１１分程度であった。このことからも、１事
業所では市内全域のサービス提供は困難であることが伺える。
・既存の１事業所は中央に所在しており、北部と南部へのサービス提供が不足している。こ
の不足地域を補うため、第８期では２事業所整備する。

距離（ｍ） 時間（分）※

平均値 ３，７８５ １１

最大値 ８，１３５ ２３

最小値 １，５９０ ５

■2020年7月時点の利用者の居所
と事業所との距離

※時間（分）＝車で移動した場合の時間

(n＝25)

■2020年7月時点の利用者の居所（地図）

緑＝事業所の所在地
青＝利用者の居所
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独居 配偶者と２人暮らし 子供世帯と同居 その他

定期巡回・随時対応型訪問介護看護①

定期巡回は、小規模多機能や看護小規模多機能と比較すると「独居」の利用者が非常に多
い。今後は独居高齢者の増加が見込まれているため、サービス需要の増加が想定される。

出典：柏市データ ＝事業者へのアンケート調査結果より作成
全国データ ＝・第179回社会保障審議会介護給費分科会資料

・平成30年度老人保健健康増進等事業「看護小規模多機能型居宅介
護および療養通所介護の特性に関する調査研究事業」報告書より

高齢者の推移＝柏市将来人口推計より作成 28
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出典：厚生労働省 第179回社会保障審議会介護給付費分科会資料

柏市ケアマネジャー調査結果より

ケアマネジャーが認識する充実させるべきサー
ビス（柏市）※在宅サービス抜粋

・全国調査（左図）の「医療ニーズの高い利用者に不足している介護サービス」では、定期
巡回は４５.１%となっており、看護小規模多機能に次いで多い。また、同種サービスの夜間
対応型訪問介護も４４．６％と多く、夜間時の訪問サービスの需要が高いことが伺える。
・柏市調査（右図）の「ケアマネジャーが認識する充実させるべき在宅サービス」では、定
期巡回が最も多く、次いで同種サービスの夜間対応型訪問介護が多くなっており、柏市にお
いても夜間時の訪問サービスの需要が高いことが伺える。
・これらのことを踏まえ、定期巡回は整備が必要なものと考える。

45.1%

64.8%

20.6%

22.9%

44.6%

20.9%

20.2%

定期巡回

看護小規模多
機能

小規模多機能

訪問看護

夜間対応型訪
問介護

訪問介護

通所介護

ケアマネジャーが認識する医療ニーズの高い利
用者に不足している在宅サービス（全国）
※在宅サービス抜粋

48.7%

39.1%

27.3%

18.1%

41.6%

38.2%

18.5%
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夜間対応型訪
問介護

訪問介護

通所介護
（n=554） （n=238）
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出典：google mapより距離を測定

柏市統合型ＧＩＳより地図を作成

・定期巡回の利用者の居所と事業所の距離を確認したところ、平均距離が車でおよそ６分と
なっており、看護小規模多機能と比較すると狭い提供範囲となっている。また、併設してい
る有料老人ホームの入所者が利用していることもあるため、最小値が０となっている。
・既存の４事業所は中央から南部に所在しており、中央から北部へのサービス提供が不足し
ている。この不足地域を補うため、第８期では２事業所整備することとする。

距離（ｍ） 時間（分）※

平均値 １，９８０ ６

最大値 ７，６４０ ２１

最小値 ０ ０

■2020年7月時点の利用者の居所
と事業所との距離

※時間（分）＝車で移動した場合の時間

(n＝75)

■2020年7月時点の利用者の居所（地図）

市内4事業所の各利用者の居所と事
業所所在地を色分けをして表示し
たもの。
□＝事業所 📍＝利用者の居所


